
資料 1 

 

会員に関する規程変更案 

 

 

現行規程 変更案 

（入会の決定） 

第３条 入会は、理事会においてその可否を

決定し、それを通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

2 但し、第２条第１項および同条第２項に

定める入会申込書が理事長に提出された時

点で理事長が承認した機関については次回

理事会での可否決定までの間、仮会員として

登録をする。但し、仮会員は議決権を有しな

い。 

 

（会費・入会金） 

第７条 定款第8条第1項に定める会費の1事

業年度における金額は、次の各号に掲げるも

のとし、その額は、それぞれ該当各号に定め

るところによる。 

2 会費は当該事業年度の6月末日（以下、「会

費納入期限」という）までに納入しなければ

ならない。 

 

 

（追加） 

3 仮会員が理事会で承認を受けた時点で、

仮会員期間にさかのぼって会費を徴収する。 

 

 


